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学校の部活動に係る活動方針 

船橋市立薬円台小学校 

校長名 八木橋 朋子 

教育目標 ・大切な自分 大切なみんな 

～明るく、清く、すこやかに、薬円台のよい子ども～ 

部活動の基本方針 １ 基本方針 

課外クラブ活動は、学校教育の一環として、スポーツや音楽等の芸術

文化に興味と関心をもつ同好の児童の自主的、自発的な参加により、顧

問の教員をはじめとした関係者の取組や指導の下に運動やスポーツ・音

楽活動を行うものである。 

 

２ 課外クラブ活動の意義 

➀スポーツや音楽等の芸術文化の楽しさや喜びを味わい、生涯にわた 

って心身共に健康で文化的な生活を営む資質や能力を育てる。 

②体力を向上させる。 

③他者を尊重し、他者と協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己

心を培う。 

④実践的な思考力や判断力を育む。 

⑤互いに励まし合い、友情を深めるとともに、異なった環境の人（他ク

ラス・他学年・指導者）とも人間関係を形成することができる。 

 

３ 今年度設置のクラブと指導者    （令和８年４月現在） 

課外クラブ名 校内指導者 外部指導者 

サッカー（男・女） ４人 １３人（※１） 

ミニバスケットボール 

（男子） 

５人  

吹奏楽部（男・女） １人  

（※１）卒業生・卒業生の保護者・地域の方等によるボランティア指導

（毎週末） 

※今年度より、女子バスケットボールは社会体育として活動する。 

〇入部希望児童の減少により、チームとしての構成ができない、もし

くは活動ができないクラブは、休部を検討することもある。 

〇設置クラブと指導者は毎年、年度当初に決定する。 
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４ 参加対象児童 

  ・サッカー（男・女）、ミニバスケットボール（男）は、３～６年生

の希望する児童で、保護者の承諾を得た児童。 

  ・吹奏楽部は、４～６年生の希望する児童で、保護者の承諾を得た

児童。 

 

５ 活動計画の作成 

  ・課外クラブ指導者は、年間計画・毎月の活動計画（活動場所・時

間・休養日等）を作成し、管理職の決裁を受ける。決裁後、所属

の児童に配付すると共に、校内で共通理解を図れる場所（職員室

前掲示板）に掲示をする。 

 

６ 適切な指導の実施 

  〇校長及び課外クラブ指導者は、児童の心身の健康管理（スポーツ

障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含

む）、事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動におけ

る安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

  〇課外クラブ指導者は、スポーツ医・科学の見地から、トレーニン

グ効果を得るために、また、児童のバランスのとれた、健全な成

長の確保の観点から、休養を適切にとることが必要であること、

児童の体力向上や、生涯を通じてスポーツや芸術文化等に親しむ

基礎を培うことができるよう、コミュニケーションを十分に図

り、技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、休養

を適切にとりつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

  〇専門的知見を有する養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や

女子の成長期における身体と心の状態等に関する正しい知識を得

た上で指導を行う。 

  〇大会やコンクール等での成績のみを重視して過度な練習を強いる

ことがないようにし、児童の健全な心と身体を培い、豊かな人間

性を育むためのバランスのとれた活動にする。 

 

７ 活動時間 

  （１）活動時間 

    ＜平日＞ 

  ・始業前の開始時刻は午前７時３０分からとする。 

   ・１日の活動時間は、２時間３０分程度とする。 

    ＜学校の休業日＞ 

   ・１日の活動時間は、３時間程度とする。（練習試合大会等除く） 
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    ＜長期休業中＞ 

   ・基本的には、勤務時間内に活動時間を設定する。 

   ・夏季休業中は、気温が上がる前に活動をする場合もある。 

   ・上記のどちらの場合も、１日の活動時間は、３時間程度とす

る。（練習試合、大会等は除く） 

※ミニバスケットボール部・サッカー部に関しては、平日の１７：

００以降と休日は社会体育のクラブチームとして活動する。ま

た、長期休業期間中は学校体育と社会体育の両方として活動す

る。 

  （２）最終下校時刻 

   ・各クラブで話し合い、最終下校時刻を設定する。 

   ・冬場（１２月から１月）で、日没が早い時期は、保護者と連携

をして児童だけで帰宅することが無いようにする。迎えが来な

い児童は、１７時に活動を終わらせ、帰宅させる。 

（３）休養日等 

＜学期中＞ 

・週あたり２日以上の休養日を設ける。 

（・平日：１日以上 ・土曜日、日曜日：１日以上） 

※大会、練習試合等で土曜日および日曜日に続けて活動する場合が

あっても良い。その振替として、次の週は休みにしたり、前後の

週の平日の練習回数を１日減らしたりして調節する。いずれの場

合も、その月の休養日の総数が（週あたり２日以上）合うように

調整する。 

＜長期休業中＞ 

・夏季休業中：１週間以上 

・冬季休業中：１週間程度 

＜その他＞ 

・各種職員会議、職員研修実施日 

・入学式前日 

・運動会前日、運動会 

・千教研船橋支会研修・市教育研究大会日 

・年末・年始の閉庁期間（１２月２９日から１月３日） 

・卒業式前日 

 

 

 

 

 



4 

 

８ 保護者との連携・協力 

課外クラブは、児童・指導者・保護者が三位一体となって取り組むこ

ことにより、教育活動外の活動でも、安全に、児童にとって学びの深い

ものになると考える。そこで、以下の事項について、保護者の理解・協

力を得られるようにする。 

・大会や練習試合、コンクール等の会場への児童引率 

 ・大会や練習試合における会場設営、運営の補助 

 ・用具や楽器等の運搬 

 ・学校休業日の練習や大会等での補助 

・活動に必要な物品の購入と管理 

 ・クラブ連絡網の管理や指導者からの連絡の伝達 

 ・必要に応じての児童の送り迎え 

 

９ 事故の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜手当の基本＞ 

（１） 観察の基本 

①周囲の状況観察 ②傷病者の観察 ③ショックの確認  

（２） 体位の基本 

➀傷病者の寝かせ方（意識あり→水平）②意識がない場合は足上げ体位 

③気道確保 ④回復体位（呼吸が回復したとき等） ⑤保温、加温 

（３） 傷病者への接し方 

①傷病者への力づけ ②安静 ③飲食物 ④感染防止 

（４） 現場での留意点 

①協力者 ②連絡･通報 ③傷病者の家族への連絡 ④搬送 ⑤記録 
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（５） 一次救命処置 

➀呼吸の確認（心停止の判断） ②気道確保 ③心肺蘇生（ＣＰＲ） 

④胸骨圧迫（ＢＬＳ）（循環の整理） ⑤人工呼吸 ⑥胸骨圧迫と人工呼

吸の組み合わせ ⑦呼吸原性心停止が疑われるときの心肺蘇生 ⑧ＡＥ

Ｄを用いた除細動 ⑨気道異物除去 

 

【参考資料】 

『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』 平成３０年３月 スポーツ庁 

『運動部活動での指導のガイドライン』平成２５年５月 文部科学省 

『安全で充実した運動部活動のためのガイドライン』 平成３０年６月改正 千葉県教育委員会 

『船橋市 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』 平成３０年１０月 船橋市教育委員会    

『小学校学習指導要領解説 体育編』 平成２９年７月 文部科学省 

『中学校学習指導要領解説 保健体育編』 平成２９年７月 文部科学省 

『文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』 平成３０年１２月文化庁 

『持続可能で充実した文化部活動のためのガイドライン』 平成３１年３月千葉県教育委員会 

『船橋文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』令和２年４月船橋教育員会 


